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厚
生
労
働
省
の
「
医
師
の
需
要
に
関

す
る
検
討
会
」
は
、
医
師
不
足
の
原
因

を
医
師
の
偏
在
に
求
め
て
い
る
1）
。
ま

た
、
県
庁
所
在
地
な
ど
の
都
市
部
に
医

師
が
集
中
し
た
た
め
、
地
域
医
療
が
成

立
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
の
報
道
も
み

ら
れ
る
2）
。

そ
こ
で
、
各
都
道
府
県
の
小
児
科
医

（
主
た
る
診
療
科
が
小
児
科
で
あ
る
医

師
）
が
、
県
庁
所
在
地
に
ど
の
程
度
集

中
し
て
い
る
か
計
算
し
、
小
児
人
口
の

県
庁
所
在
地
へ
の
集
中
度
と
比
較
し
て

み
た
。

1  

20
の
府
県
で
は
、
県
庁
所
在

地
に
小
児
科
医
の
4
割
以
上

が
集
中

平
成
16
年
の
医
師
歯
科
医
師
薬
剤
師

調
査
3）
に
よ
る
と
、
岩
手
、
宮
城
、
秋
田
、

山
形
、
神
奈
川
、
愛
知
、
富
山
、
石
川
、

福
井
、
京
都
、
和
歌
山
、
岡
山
、
広
島
、

徳
島
、
高
知
、
大
分
、
佐
賀
、
長
崎
、

熊
本
、
鹿
児
島
の
20
府
県
で
、
県
庁
所

在
地
に
勤
務
す
る
小
児
科
医
の
割
合
が

県
全
体
の
4
割
を
超
え
て
い
る（
図
1
）。

2  

県
庁
所
在
地
へ
の
小
児
科
医

の
集
中
と
小
児
人
口
の
集
中

と
の
間
に
は
強
い
相
関

平
成
17
年
の
国
勢
調
査
4）
か
ら
、
各

都
道
府
県
の
小
児
人
口（
15
歳
未
満
）が
、

ど
の
程
度
県
庁
所
在
地
に
集
中
し
て
い

る
か
計
算
し
、
小
児
科
医
の
県
庁
所
在

地
へ
の
集
中
度
と
の
相
関
を
求
め
た

（
図
2
）。

県
庁
所
在
地
へ
の
小
児
人
口
の
集
中

度
と
小
児
科
医
師
の
集
中
度
の
間
に
は

強
い
相
関（
相
関
係
数
0
・
7
7
2
）を

み
と
め
た
。

ま
た
、
回
帰
直
線
の
式
は
、（
小
児

江え

原は
ら　

朗
あ
き
ら

県
庁
所
在
地
へ
の
小
児
科
医
の
集
中
は

小
児
人
口
の
集
中
と
強
い
相
関
を
示
す

図 1 　小児科医（主たる診療科が小児科である医師）の 4割以上が県庁所在地に集中する府県
（黒塗り）
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科
医
の
集
中
度
〔
％
〕）
＝
8
・
6
％
＋

1
・
03
×（
小
児
人
口
の
集
中
度〔
％
〕）

で
表
さ
れ
た
。

3  
小
児
科
医
が
県
庁
所
在
地
に

集
中
す
る
の
は
、
小
児
人
口

が
集
中
し
て
い
る
た
め

図
2
の
通
り
、
県
庁
所
在
地
へ
の
小

児
人
口
の
集
中
度
と
小
児
科
医
の
集
中

度
と
の
間
に
は
強
い
相
関
が
認
め
ら
れ

る
。し

た
が
っ
て
、
都
市
部
に
医
師
が
偏

在
す
る
の
は
、
地
方
で
の
生
活
を
嫌
う

た
め
で
は
な
く
、
都
市
部
に
受
診
者

（
市
場
）
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
医
師
が
地
方
の
生
活
を

嫌
っ
て
い
る
と
の
報
道
も
散
見
さ
れ
る

が
、
当
を
得
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
県
庁
所
在
地
へ
の
小
児

科
医
の
集
中
度
は
、
小
児
人
口
の
集
中

度
よ
り
も
10
％
弱
低
い
。
こ
れ
は
、
都

市
部
の
病
院
で
研
修
し
た
り
、
大
学
院

生
と
し
て
研
究
す
る
医
師
が
い
る
た
め

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
「
医
師
は
都

会
で
の
生
活
を
好
み
、地
方
を
嫌
が
る
」

と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

わ
れ
る
。

人
口
の
少
な
い
地
域
で
医
師
の
配
置

を
検
討
す
る
場
合
、
医
師
を
雇
用
す
る

原
資
を
ど
こ
か
ら
得
る
か
が
問
題
に
な

る
。
現
時
点
で
は
、
診
療
報
酬
は
受
診

し
た
患
者
数
に
大
き
く
依
存
す
る
。

小
児
科
は
、
高
額
な
検
査
や
処
置
が

他
科
に
比
べ
て
少
な
い
た
め
、
医
師
誘

発
需
要
が
生
じ
る
可
能
性
は
低
い
。
し

た
が
っ
て
、
受
診
者
数
が
少
な
け
れ
ば
、

小
児
科
の
収
益
は
減
少
せ
ざ
る
を
得
な

表 1 　「医師不足 AND 小児科」
で検索された記事数

地　域 記事数

北海道 18
東北 64
関東 60
中部 73
近畿 19
中国 15
四国 10
九州 25

合　計 284

（ 昭和61年9月～平成19年8月21
日、読売新聞記事情報より）
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（ 小児科医の集中度〔%〕）＝8.6%＋1.03×（小児人口の集中度〔％〕），
相関係数：0.772

図 2 　各都道府県における県庁所在地への小児人口（15歳未
満、平成 17年）と小児科医（主たる診療科が小児科であ
る医師、平成 16年）の集中度

表 2 　各二次医療圏において中心都市（小児科医が最も多い市
町村）からの距離が 50kmを上回る市町村の小児人口

 （平成 17年国勢調査）

道　県 小児人口 50km以上離れた 
小児人口

50km以上離れた 
人口比率

北海道 719,057 37,724 5.2%
青森県 198,959 4,168 2.1%
岩手県 190,578 3,035 1.6%
宮城県 325,829 0 0.0%
秋田県 142,507 0 0.0%
山形県 166,653 0 0.0%
福島県 307,294 7,163 2.3%

合　計 2,050,877 52,090 2.5％

　市町村間の距離：ゼンリン社のソフトウェア「ゼンリン電子地図
帳Ｚ [ zi：] Professional５」を用いて、二次医療圏の中心都市（小児
科医が最も多い市町村）の役所・役場と周辺市町村の役所・役場と
の最短行路による距離を算出
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が
わ
か
る（
表
1
）。

都
市
部
と
へ
き
地
と
の
間
に
医
師
の

偏
在
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
医
師
が
地
方
で
の
勤
務

を
嫌
っ
て
赴
任
し
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
小
児
人
口
が
少
な
い
た
め
に

地
方
で
は
十
分
な
小
児
科
医
の
雇
用
が

成
立
し
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
地
方
で
は
そ
の
結
果
と

し
て
少
数
の
医
師
に
過
重
労
働
を
強
い

る
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
地
域
医
療
の

崩
壊
が
加
速
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
地
方
の
医
療
基
盤
の
崩

壊
に
対
し
て
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
医
療
施
設
を
集
約
化
し
て

受
診
体
制
を
広
域
化
す
る
以
外
に
な

い
。
受
診
距
離
の
延
長
は
、
交
通
網
の

整
備
で
補
え
ば
よ
い
。
教
育
の
現
場
で

は
、
人
口
の
減
少
に
対
応
し
た
学
校
の

統
廃
合
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
。

医
師
の
充
足
率
が
低
い
北
海
道
東
北

地
区
7）
に
お
い
て
も
、
各
二
次
医
療
圏

の
中
心
都
市
（
小
児
科
医
が
最
も
多
い

市
町
村
）
か
ら
50
㎞
以
上
離
れ
た
市
町

村
に
居
住
す
る
小
児
人
口
は
、
最
大
で

も
5
・
2
％
に
過
ぎ
な
い（
表
2
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
遠
隔
地
の

小
児
は
総
合
医
や
小
児
科
医
以
外
の
医

師
が
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
基
幹
病
院
に
搬
送
す
る
体
制

が
確
立
す
れ
ば
、
遠
隔
地
の
小
児
の
健

康
は
守
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

都
市
部
に
医
師
が
集
中
す
る
の
は
そ

い
。二

次
医
療
圏
の
解
析
で
は
、
約
1
万

人
の
人
口
（
全
年
齢
層
）
の
増
加
に
対

し
て
1
人
の
小
児
科
医
が
増
え
る
に
過

ぎ
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
5）
。
人
口

の
少
な
い
地
域
で
は
、
特
別
の
補
助
金

等
の
手
当
て
を
し
な
い
限
り
、
十
分
な

小
児
科
医
を
雇
用
で
き
る
原
資
を
得
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。

24
時
間
体
制
の
小
児
科
診
療
を
行
う

に
は
、
最
低
で
も
7
〜
8
人
の
小
児
科

医
が
必
要
で
あ
る
6）
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
二
次
医
療
圏
で
小
児
科
医
の
数
が

10
名
以
上
（
勤
務
医
・
開
業
医
の
計
）

で
あ
る
府
県
は
、
栃
木
、
茨
城
、
岐
阜
、

大
阪
、
兵
庫
、
鳥
取
、
愛
媛
の
7
府
県

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
の
都
道
府
県
に

は
、
二
次
医
療
圏
に
10
人
未
満
の
小
児

科
医
し
か
い
な
い
地
域
が
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
地
域
で
は
、
い
つ
、
ど
こ

で
小
児
救
急
医
療
体
制
の
不
備
や
医
師

不
足
が
社
会
問
題
化
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
事
実
、
読
売
新
聞
記
事
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、「
医
師
不

足
A
N
D
小
児
科
」
の
条
件
で
検
索
す

る
（
昭
和
61
年
9
月
〜
平
成
19
年
8
月

21
日
）
と
、
各
地
域
の
小
児
科
の
医
師

不
足
に
関
す
る
報
道
が
い
か
に
多
い
か

こ
に
市
場
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
統
制
経
済
を
施
行
す
る

以
外
に
、
彼
ら
を
強
権
で
地
方
に
追
い

や
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
地
方
の
小
児
が
受
診
す
る

機
会
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
、
交
通
網
の

整
備
を
図
る
こ
と
、
集
約
化
に
よ
り
、

拠
点
と
な
る
医
療
施
設
の
診
療
体
制
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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